
HIP ASPサービス利用約款 
第１条 （約款の適用） 
本約款は、株式会社ヒップ（以下「甲」といいます）が提供するASPサ
ービス（以下「本サービス」といいます）は、このHIP ASPサービス利
用約款（以下「約款」といいます）に従って本サービス利用申込者（以

下、「乙」という）に提供します。 
 
第２条 （用語の定義） 
基本サービス： 
  甲または甲の指定する提携企業が管理するインターネットに接続

されたコンピュータ機器（以下、「サーバー」という）の全部あるい

は記憶装置の１区画領域（区画内にある ASP(Application 
Service Provider)システムを含む）（以下、「データ領域」という）
を、ホームページ及び電子メールまたはその他のデータ（以下、

「データ」という）の利用のために貸し出し、甲がサーバーの設定

及び接続環境を保守・管理し、サーバーの機能を利用する権利を

乙に付与するサービス。 
付加サービス： 
  基本サービスにより乙に貸し出されるデータ領域に有償で価値を

付加するサービスまたはその他の付加サービス。 
「本サービス利用申込者」とは、約款に従い、本サービスの提供を受

ける法人若しくは団体または個人をいいます。 
 
第３条  （本サービスの種類および利用料金） 
１）本サービスは、基本サービスと付加サービスとの組み合わせ若し

くは基本サービスのみで提供されます。 
２）本サービスの種類と利用料金は、別途「HIP ASPサービス料金
表」に定めます。但し、特定の利用者の要求に応じて提供する定

型外の本サービスについては、「HIP ASPサービス料金表」の定
めにかかわらず特別の料金が設定されることがあります。 
３）甲は乙の承諾を得ることなく事前の通知なしに約款を変更すること

があります。この場合、変更後提供される本サービスの種類、料

金その他の提供条件は、変更後の約款に従うものとします。 
４）データ領域の容量あるいは本サービスで指定されることがある商

品数や会員数（以下、「利用容量」という）や転送容量または回線

利用量に制限値を設け、それらの利用実績は甲の機器で測定及

び収集します。乙がこの制限値を越えて本サービスを利用した場

合、甲の定める超過料金を支払わなければなりません。また、甲

は乙の利用容量が超過していることを通知する義務を負いませ

ん。 
５）月次料金は前項により測定した利用実績に基づき、第２項による

料金表又は設定される基準に従い算定し、暦月毎にこれを集計し

ます。算定期間は暦月の１日より末日までとします。利用実績に

かかわらず、一定の料金を設定する場合があります。 
 
第４条  （本サービスの提供） 
１）本サービスを利用しようとするものは、本約款を承認の上、甲所定

の手続きに従い、本サービスの加入を申し込み、甲がその加入を

認めたときに申し込みが成立します。甲は、本サービスの利用に

必要な接続アカウントなどを乙に貸与し本サービスを提供します。

次のいずれかに該当する場合には、甲は申し込みを承諾しないこ

とがあります。 
(1)乙が、サービス料金等の支払いを怠り、又は怠るおそれがある
と甲が判断したとき。 

(2)乙の申し込みを承諾した場合に、甲の業務の遂行又は本サー
ビスの提供について著しい支障が生じるとき。 

２）乙は、乙の氏名、商号、代表者又は住所等に変更があった場合、

申込書の内容について変更が生じた場合、または提供を受けよう

とするサービスの内容を変更しようとする場合には、甲所定の手

続きに従い、変更事項を甲に書面で提出することによって変更が

成立するものとします。 
 
第５条 （関連機器等） 
１）乙は本サービスを利用するために必要であり、その目的に適合す

ると甲が確認した通信回線、端末機器、ソフトウェア等(以下「関連
機器」といいます。)を自ら導入の上、所定の場所への設置、接続
その他の工事を行います。これらの導入及び工事等に要する費

用は、すべて乙が負担するものとします。 
２）乙は前項の作業を甲に依頼することができます。 
３）乙は使用する関連機器、設置場所等、本サービスの利用に関し必

要な事項を、サービスの利用開始に先立ち甲に通知し、また、こ

れらの事項につき変更があった場合には速やかに甲に通知する

ものとします。乙からの通知が遅延したことにより生じた損害につ

いては、甲は一切責任を負いません。 
４）関連機器の種類、設置場所等、本サービスの利用に関し必要な事

項の変更に関連して発生する一切の費用は乙の負担とします。 
５）甲が行った本サービスの高度化、改良またはその他の変更により

関連機器の変更等が必要となった場合、乙は自己の費用と責任

により関連機器に対する必要な追加もしくは変更及びその工事を

行うものとします。また、本条第２項と同一の条件でこれらの追加

もしくは変更及びその工事を甲に依頼することができます。 
 
第６条 （本契約期間） 
本サービスの契約期間は、申し込み成立の日から本サービスの種類

毎に定めた 3 ヶ月間、6 ヶ月間、または 12 ヶ月間とし、期間満了の１
カ月前までに甲及び乙のいずれからも契約を終了する旨の申し出な

き場合は、3 ヶ月間、6 ヶ月間、または 12 ヶ月間更新されるものとし、
その後も同様とします。契約期間の中途で解約（使用を中止）する場

合も乙が支払った料金の払い戻しは行いません。 
 
第７条 （情報の取扱） 
１）乙は、甲が貸与した接続アカウント（以下「ID」といいます）及びパ
スワードの管理、使用について責任を持って管理するものとし、第

三者に譲渡、貸与、売買、開示、質入れなどすることはできません。 
２）乙は、当該 ID およびパスワードなどの管理不十分又は第三者の
不正使用等に起因するすべての損害につき責任を持つものとし

ます。 
３）乙は、当該 ID およびパスワードなどが第三者によって不正に使
用されたことが判明した場合には、直ちに甲にその旨を連絡する

ものとします。 
４）乙は自己のデータ領域内でなされた一切の行為及びその結果に

ついて、当該行為を自己が為したか否かを問わず、一切の責任

を負うものとします。 
５）甲は乙が登録したデータにつき、何らの保証も行わず、その責任

を負わないものとします。 
６）乙は、自己のデータ領域内での紛争、または自己の使用するドメ

イン名に関する紛争等は自己の責任において解決するものとし、

甲またはその他の第三者に何らかの被害、または何らの損害等

も与えないこととします。 
７）データが本約款第８条記載の、若しくはそれに準ずる行為と甲が

判断したときは、甲は乙の承諾なく甲のサーバー内の該当するデ

ータの全部または一部を削除することができるものとします。 
８）乙に犯罪の被疑事実があり、裁判官の発する礼状により、データ

が特定され開示するよう求められた場合に、甲は乙の承諾なく当

該データの全部または一部を開示することができるものとします。 
 
第８条  （禁止事項） 
本サービスにおいて、次の行為は禁止します。 

(1)本サービスの提供を受ける権利を他人に譲渡すること。 
(2)他人の著作権その他権利を侵害する行為。 
(3)他人の IDおよびパスワードなどを不正に使用すること。 
(4)他の利用者または第三者に迷惑、不利益を与える等の行為、
本サービスに支障をきたす虞のある行為、その他甲が不適当と

したもの。 
(5)誹謗、中傷、わいせつなど公序良俗に反する行為。 
(6)その他法律に反すると判断される行為。 
(７)有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為 

 



第９条  （本サービスの開始） 
本サービスの開始は、当該 ID およびパスワードあるいはドメインな
どが乙に提供されたとき、あるいは関連機器の動作が確認されサー

ビスの利用が可能となったときをいいます。 
 
第１０条 （サービスの中止） 
１）甲は次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中

止することがあります。 
(1)本サービスの提供のために必要な設備の保持又は工事上やむ
を得ないとき。 

(2)甲が利用する通信回線、電力などの提供に中断が発生したとき。 
(3)理由の如何を問わずサービスの提供が困難になったとき。 
２）甲は、前項(1)号の規定により本サービスの提供を中止しようとす
るときは、事前にその旨を乙に、甲の定める方法で通知します。但し、

緊急時またはやむを得ない場合及び前項(2)号、(3)号においてはこ
の限りではありません。 
 
第１１条 （サービスの停止） 
甲は次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を事前

の催告をすることなく停止することがあります。 
(1)乙が甲に対する支払いを期日までに行わなかったとき。 
(2)本契約の申込書の記載内容に虚偽があったとき。 
(3)乙が約款上の乙の義務を怠ったとき。 
(4)本サービスの提供に著しい支障を及ぼすと認められる事情が生
じたとき。 

(5)乙が第８条の禁止事項を行ったとき。 
(6)乙が、仮差押、差押、再生手続、破産、会社更生等の申立をし、
またはこれを受けたとき 

(7)乙が日本及び他各国で定められた法律に反する行為を行った
とき、若しくは過去に同様の行為を行っていたことが判明したと

き 
(8)乙が第三者に対して迷惑行為を行ったとき、若しくは第三者から
乙に対して抗議があったとき 

(9)その他甲がやむを得ないものと認めたとき 
 
第１２条 （サービスの制限） 
１）甲は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著

しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなっ

た場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とす

る通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、ま

たは中止する措置を取ることがあります。 
２）本サービスを利用する乙は、甲の電気通信設備に過大な負荷を

生じる行為をしてはならないものとします。このような行為があっ

たときには、甲は乙の利用を制限することがあり、更に乙に対して

損害賠償請求をすることがあります。 
 
第１３条 （サービスの廃止） 
１）天災、障害、不測の事故等、甲により復旧が困難と判断された場

合、甲は本サービスを廃止または休止することができます。 
２）甲は、1ヶ月前までに乙に通知することで、甲の都合により本サー
ビスの全部または一部を廃止または休止することができます。 
３）本サービスの廃止により、乙が損害を被った場合でも、甲は一切

の責任を免除されるものとします。 
 
第１４条 （乙が行う契約の解除） 
乙が本契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の１カ月前

までに書面により、その旨を甲に通知するものとします。但し、サービ

ス利用開始日後最初の契約期間内に解除する場合は、残存契約期

間についての月次料金を甲に支払うものとします。その場合において、

解除の効力発生前に発生した乙の債務は、本契約の解除後もその

債務の履行があるまで消滅しません。また、乙から既に支払済みとな

った料金等については、甲は、一切払い戻しをしないものとします。 
 
第１５条 （甲が行う契約の解除） 
１）甲は乙が約款に違反し、甲がその是正を催告した後３０日以内に

かかる違反が是正されない場合には、その契約を解除することが

できます。また乙が約款に違反し、その違反が甲の業務遂行に著

しい支障を及ぼすと認められるときは、催告をしないで、その契約

を解除することができます。 
２）前項の規定により契約が解除された場合、乙はその利用に係わる

甲に対する一切の債務につき期限の利益を喪失し、残存債務を

直ちに全額甲に支払うものとします。また、かかる場合、乙は、残

存契約期間についての月次料金相当額を直ちに甲に支払うもの

とします。 
３）第１項に基づく契約の解除に関連して甲が損害を覆った場合には、

乙は甲の請求に従い直ちにこれを賠償するものとします。 
 
第１６条  （利用料金の支払い） 
１）初期料金および利用料金は、申し込み時に甲の指定する銀行口

座に、あるいは乙指定のクレジットカード決済により、支払われる

ものとします。なお、振込手数料などは乙の負担とします。 
２）月次利用料は、当月分利用分を前月末日（末日が休日の場合は

その前日）に、甲の指定する銀行口座に支払われるものとします。

なお、振込手数料などは乙の負担とします。クレジットカード決済

により支払われる場合は、当月分利用分を当月あるいは前月の

クレジット会社が定める日とします。なお、「当月」とは第８条の本

サービスの開始月日を開始日とする１カ月、並びにそれに続く各

月とします。 
３）その他の一時的な料金については、甲の請求書を受領後３０日を

経過する日又は請求書に指定する日までに甲の指定する銀行口

座に支払われるものとします。なお、振込手数料などは乙の負担

とします。 
４）クレジットカードによる支払いは、乙が申込書において指定したカ

ード会社の契約約款に従ってなされるものとします。 
５）乙は第１１条に基づくサービスの停止がなされた場合であっても、

本契約が解除されるまで、停止期間中における月次料金を支払う

ものとします。 
６）サービスの種類によっては、月次利用料を3ヶ月間、6ヶ月間、また
は12ヶ月間前もって支払う必要があります。 
７）乙から甲に支払われた本サービスに関する一切の料金等は、本

約款第４条の申込を甲が承諾をしなかった場合を除き、理由の如

何を問わず返還しないものとします。 
 
第１７条 （遅延損害金） 
乙は約款に基づく債務についてその支払いを遅延した場合には、支

払い期日の翌日から支払日の前日までの期間について、年１４．５％

の割合で計算した遅延損害金を甲の指定する期日までに支払うもの

とします。 
 
第１８条 （消費税） 
乙が甲に対し、本サービスに関する料金等を支払う場合、支払を要

する額は、当該料金等の額に消費税を加算した額とします。 
 
第１９条 （バックアップ） 
１）甲はサーバーの故障・停止時の復旧の便宜を図るために備えて

乙の登録したデータの複写を保管することがあります。 
２）乙が登録したデータが消失し、若しくは消去されるなどして、乙が

不利益を被った場合でも、甲は何らの責任も負わないものとしま

す。 
 
第２０条 （乙のデータの権利） 
乙が登録したデータの著作権法上の権利について、甲は保護する義

務を負わないものとします。 
 
第２１条 （甲による編集・出版） 
甲は、乙の承諾を得た上で、乙の情報を抽出・再編集して、インター

ネット、書籍、放送その他の媒体を通じて、発表することがあります。

この場合の一切の権利は甲に帰属するものとします。 
 
第２２条 （データ等の消去） 



１）甲は、利用容量の保守・メンテナンスのために、何らの補償をする

ことなく、データ領域に蓄積されている乙のメールデータを甲の定

める周期で削除するものとします。 
２）甲は、利用容量に余裕がなくなるおそれがあるときは、何らの補償

をすることなく、また、乙の承諾を得ずにそのデータ領域に蓄積さ

れている乙のデータまたはその他の情報を消去することがありま

す。 
 
第２３条 （甲によるメール等の送付） 
甲は、甲が必要と判断するメールやファイルを乙に送付することがあ

ります。この場合、甲が送付したメールが消費する乙のデータ領域や

データ転送料は乙の負担とします。 
 
第２４条 （情報の管理） 
乙は、本サービスを使用して、受信しまたは送信する情報について、

本サービス用設備の故障によるデータの消失を防止するための措置

をとるものとします。 
 
第２５条 （乙の義務） 
１）乙は本サービスを利用するにあたり、次の事項を遵守するものとし

ます。 
(1)甲に直接接続する電気通信設備を善良な管理者の注意をもっ
て保管し、甲の承諾なく移動、取り外し、変更又は分解せず、ま

たその設備に他の回線又は機器を接続しないこと。 
(2)甲のサービスの提供に妨げとなる行為をしないこと。 
２）乙は、乙の要請により甲が行う電気通信設備の設置、廃止、移転

又は修理の工事に協力するものとし、かかる工事に関連して乙の

機器、その他の工作物にやむをえない限度において与えた損害

につき甲を免責するものとします。 
３）乙は、国内外の諸法令、諸規則を遵守し、従うものとします。 
 
第２６条 （サービスに関する障害） 
甲は本サービスに必要な設備を維持管理する責任を負います。但し、

何らかの理由でサービスの提供に障害が発生した場合（第１０条を含

む）、可及的速やかに障害を克服するための措置をとることをもって、

障害発生時およびサービス停止における甲の責任のすべてとします。

また、甲の都合で本サービスを提供できなくなった場合、乙に対して

速やかにその旨を通知するものとします。乙は利用料、損害の補償

等を甲に請求しないこととします。 
 
第２７条 （保 証） 
前条は本サービスに関する甲の保証責任（法律上の瑕疵担保責任を

含む）のすべてを規定したものです。甲は、本サービスの提供が中断

及び廃止されないことを保証するものではありません。 
 
第２８条 （責任の制限・損害賠償） 
１）甲は、本サービスを提供すべき場合において、甲の責に帰すべき

事由により、その利用ができない状態が生じ、かつそのことを甲

が知った時刻から起算して、連続して24時間以上本サービスが
利用できなかったときは、乙の請求に基づき、甲は、その利用が

できない状態を甲が知った時刻から、そのサービスの利用が再び

可能になったことを甲が確認した時刻までの時間を24で除した数
（小数点以下切捨）にサービス月額利用料金の30分の1を乗じて
得た額をサービス月額利用料金から差引きます。但し、乙は、当

該請求を為し得ることとなった日から３ヵ月以内に当該請求をしな

かったときは、その権利を失うものとします。また、応答（レスポン

ス）速度の遅いことは、利用ができない状態に該当せず、甲は、

応答速度の遅さに対して一切責任を負いません。 
２）甲の責めに帰すべき事由によらずに本サービスを提供できなかっ

たときは、甲は、一切その責めを負わないものとします。 
３）甲は、乙が本サービスを利用することにより得た情報等（コンピュ

ータプログラムを含む）について何らの保証責任も負わないものと

します。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害等に

対しても、何らの責任を負わないものとします。 

４）甲は、理由の如何にかかわらず、乙が本サービス用設備のファイ

ルに書き込んだ情報が削除されたことに起因して乙あるいは第三

者の損害が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。 
５）乙は、本サービスの利用に関連し、他の乙または第三者に対して

損害を与えたものとして、他の乙または第三者から何らかの請求

がなされ、または訴訟が提起された場合、自らの費用と責任にお

いて当該請求または訴訟を処理するものとし、甲が相手方とされ

た場合には、その処理費用の負担を含め甲を一切免責し補償す

るものとします。 
６）甲はいかなる場合にも以下の損害についての責任は負わないも

のとします。 
(1)特別な事情により生じた損害 
(2)逸失利益 
(3)乙の情報等の損失により生じた損害 
(4)第三者からの請求により生じた損害 
(5)乙の過失により生じた損害 
(6)乙の責任により導入する関連機器に起因して生じた損害 

 
第２９条 （秘密保持） 
１）甲ならびに乙は本サービスの提供に関して知り得た互いの秘密を

第三者に漏洩しないものとします。 

２）前項の規定は乙の加入契約解除後もその効力を消滅しません。 

 
第３３条 （著作権） 
１）別段の定めのない限り、甲の提供するサービスに関する各コンテ

ンツの著作権その他の知的財産権は甲あるいは各コンテンツの

主宰者に帰属するものとし、また、各コンテンツの集合体としての

本サービスの著作権その他の知的財産権は甲に帰属するものと

します。 
２）乙は、本サービスの利用により享受される著作物を、著作権法そ

の他の法律で許された範囲内でのみ使用するものとします。乙が

著作物の使用、改変、複製、頒布その他の行為により著作権法

その他の法律に違反し、若しくは他人の著作権を侵害した場合に

は、乙がその責めを負うものとし、甲がかかる違反若しくは侵害に

より損害を被り、若しくは被るおそれがあるときは、甲を防御、免

責、補償するものとします。 
 
第３４条 （通信事業者及び接続業者） 
乙は、本サービスを利用する為に任意の通信事業者ならびにインタ

ーネット接続業者と契約するものとし、甲は、通信事業者若しくは接

続業者の責めに帰すべき事由で本サービスの提供が妨げられたとし

ても、一切その責めを負いません。 
 
第３５条 （免責） 
甲が乙に対して負う責任は、本約款２８条第３項に規定するものがす

べてであり、これを超えて、乙が本サービスの利用に関して被った利

益の喪失、データ損失にかかる損害、財産的損害、信用損害その他

一切の損害について、甲は理由の如何を問わず責任を負わないもの

とします。 
 
第３６条 （代理店の変更） 
代理店を介して契約した乙は、当該代理店が甲の代理店としての権

利を消失した場合、乙の取引勘定を甲又は別の代理店に移行しなけ

ればならない場合があります。 
 
第３７条 （合意管轄） 
本約款に関して生じた紛争については、甲の本店所在地を管轄する

裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 
 
第３８条 （決済サービスの利用） 
クレジットカード決済など売上代金を収納するサービスを利用されて

いる場合は、別途「HIP ショッピングサービス利用契約」も適用されま
す。 

 


